
 (宿泊客の契約解除権) 

第五条 

１ 宿泊客は、弊社所定のキャンセル手続を行うことにより宿泊契約を解除することがで

きます。 

２ 弊社は、宿泊客が、宿泊客の都合により宿泊契約の全部を解除した場合は、別表 1に掲

げるところにより、キャンセル料等を申し受けます。 

キャンセル料手
続完了日

不泊 当日 前日
４日前から

2日前
７日前から

５日前

宿泊料金及び清
掃料金に対する
キャンセル料

割合

100% 100% 80% 50% 25%

施設利用権の
返還の有無

返還しない 返還しない 返還する 返還する 返還する

別表１　キャンセル料割合および利用権返還の有無

■キャンセルポリシー（宿泊約款 第五条より抜粋）




